
日医発第193号（保38）

平成18年5月24日

都道府県医師会長　殿
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石綿による疾病に係る認定基準の周知について

　昨年度より、石綿による健康被害が大きな社会問題となり、各省庁においてもさまざま

な検討会の設置や研究、調査などが行われ、この問題の対応に取り組んでいるところであ

ります。

　厚生労働省では、被害の拡大防止及び労災補償制度による過去の被害への対応等に取り

組んでおり、その取組みの1つとして、平成18年2月9日、石綿ばく露作業に従事して

いるか又は従事したことのある労働者に発症した疾病について、労災保険に係る認定基準

が改正されたところであります。
　これに伴い、今回改正された認定基準について広く周知を図るため、厚生労働省におい

ては、当該基準を解説したリーフレットを作成し、都道府県労働局を通じて労災指定医療

機関を対象に5月末日頃を目安に直接酉己布する予定としておりますので・本件に関しご理

解賜わるとともにご協力方よろしくお願い申し上げます。

　また、石綿による疾病は、その特性から労災指定医療機関以外の医療機関を受診するケ

ースが多いことが予想されます。そこで、貴医師会活動等において、当該リーフレットを

ご活用いただける機会がありましたら、各都道府県労働局にご一報いただければ・まとま

った冊数をご用意いたしますので、是非ご活用いただきたく併せてお願い申し上げます。

（添付資料）

・石綿による疾病に係る認定基準の周知について（依頼）

　（平18．5．8　基発第0508004号　厚生労働省労働基準局長）

・石綿による疾病の認定基準［リーフレット］

　（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署）
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社団法人日本医師会会長　殿 　　　　　　　　　　齪削輪

厚生労働省労働基準噸薗勘

　　　　　　　　　　高髷唖

石綿による疾病に係る認定基準の周知について（依頼）

　日頃から労働基準行政の推進につきまして格別の御理解と御支援を賜り厚く御礼を申し

上1ずます。

　また、石綿による疾病に係る労災補償制度の周知等につきましては、特段の御配慮を賜

り重ねて御礼申し上げます。

　さて、御承知のとおり、石綿による健康被害が大きな社会問題となっており、厚生労働

省では、被害の拡大防止、労災補償制度による過去の被害への対応等に取り組んでいると

ころです。特に、石綿による疾病に係る労災補償につきましては、認定基準を定め、その

迅速な認定に取り組んでいるところですが、先般、認定基準の見直しを行い、中皮腫につ

いては、その確定診断等が行われていれば医学的所見は求めないこととするなどの改正を

行ったところです。

　このたび、改正された認定基準の周知を図るため当該基準を解説したリーフレットを作

成し、医療機関に対し都道府県労働局より配布させていただくこととしています。

　つきましては、貴会におかれましても、本認定基準について御理解賜るとともに、都道

府県医師会及び貴会会員各位に対する周知につきまして特段の御配慮をお願いします。
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者（r石綿ばく露労働者∫二といいますも）『一に発症した疾病について・

平成18年2月9日に労災保険に係る認定基準が改正されました。
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石綿との関連が明らかな疾病として、次の5疾病があります。

石綿肺 肺がん 中皮腫

良性石綿胸水 びまん性胸膜肥厚



（1）石綿原料iに関連した：作業

例．倉庫内等における石綿原料等の袋詰め

又は運搬作業等’
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（3）石綿製品等を取り扱う作業

例．石綿吹付作業、石綿製品を建材等とし

て用いている建物等の補修・解体作業、石
綿製品の切断等の加ヰ作業等．
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（2）石綿製品の製造工程における作業

例．石綿紡織製品、石綿セメント、フレー

キライニング等の石綿製品製造作業
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（4）（1）から（3）の周辺作業

石綿又は石綿製品を直接取り扱う作業の周

辺において、間接的なばく露を受ける作業
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※ここでは石綿ばく露作業の一例を掲げていますので、具体的には、厚生労働省ホームページをご覧下さい。

　石綿肺は、原則として都道府県労働局長によるじん肺管理区分（管理1～4）の決定がなされた後

に、業務上の疾病か否かが判断されます。

㊦臼繍
餓主）「じん肺管理区分が管理4」の場合に業務上の疾病として取り扱われます。

②

、u

＠　　）「ア．肺結核、イ．結核性胸膜炎、ウ．続発性気管支炎、

　　　　エ．続発性気管支拡張症、オ．続発性気胸」をいいます。
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　肺がんについては「原発性肺がん」（転移性の肺がんではないという意味です。）であって、じん肺

法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺所見が得られている場合や胸膜プラー

ク等の石綿にばく露したことを示す医学的所見が認められ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が

10年以上ある場合に、業務上の疾病として取り扱われます。
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＠）1凝糠熱懲麟講簾魚鱗鰭翻撃慰撫
匂　　　　病として取り扱われます。

　中皮腫については「中皮腫（胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜）」であって、じん肺法に定める胸部

エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺所見が得られている場合や石綿ばく露作業への従事期

間が1年以上ある場合に、業務上の疾病として取り扱われます。

①

②

、1，

○
　　中皮腫の認定に当たっては、病理組織検査記録等から中皮腫であるとの確定診断がなされている

　　　ことが重要ですが、病理組織検査が行われていない場合には、臨床所見、臨床経過、臨床検査結

　　果等から総合して判断されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
壱



　胸水は、石綿以外にもさまざまな原因（結核性胸膜炎、リウマチ性胸膜炎等）で発症するため、良

性石綿胸水であるとの診断は、石綿以外の胸水の原因を全て除外することにより行われます。

　そのため、診断が非常に困難であり、また、個々の患者の障害の程度（必要な療養の範囲）もさま

ざまであることから、厚生労働本省に協議した上で、業務上外の判断をします。

　びまん性胸膜肥厚については、肥厚の厚さや広がりが一定の基準に該当し、肺機能障害の程度が重い

ものであって、石綿ばく露作業への従事期間が3年以上ある場合に、業務上の疾病として取り扱われます。
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その他・■1．

石綿に関する健康管理手帳について
　石綿（これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）を製造し、

又は取り扱う業務（石綿製品の製造工程における作業や石綿の吹付け作業等）に従事して、健康

診断等の結果、両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚がある方は、離

職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請し、審査を経た上で、「健康管理手帳」

が交付されます。

　「健康管理手帳」の交付を受けますと、指定された医療機関で、定められた項目による健康診

断を決まった時期に年2回無料で受けることができます。

　詳細につきましては、都道府県労働局の安全衛生課又は労働衛生課までお問い合わせください。

「石綿による疾病の認定基準」に関する詳細は、都道府県労働局又は最寄りの

労働基準監督署へお問い合わせ下さい。


